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１．大学改革の趣旨 

 

○我が国のイノベーション・ナショナルシステムにおいては、投資額を見ても

民間企業の果たす役割が大きいが、新興国の猛追から様々な分野で国際競

争が熾烈になるなどの環境変化の中で、民間企業の研究開発投資がどちら

かと言えば短期的に成果が見込める分野に集中的に投下される傾向が強く

なっている。 

 

○一方大学は、iPS細胞を用いた再生医療の研究、新材料の創成によるパワー

デバイスの開発など、中長期的に大きなイノベーションの成果につながる

ことが期待できる豊富な種を有している。中長期の経済成長を持続的に実

現する上で、これまで以上にこうした技術シーズを有する大学の知の創出

機能の強化、イノベーション創出力の強化、人材育成機能の強化が求められ

ており、大学改革のさらなる加速が経済成長を実現する上での鍵となる。 

  

○大学改革の基本的な考え方は、 

①改革を進める大学への重点支援を通して大学（大学間及び大学内）の競争

を活性化することである。そのために、客観的な評価指標の導入による評

価プロセスの透明性の向上と評価結果の資金配分への反映を行い、競争的

環境の下で各大学の強み、特色、社会的役割を踏まえた機能強化を図るこ

ととする。 

②また、グローバル競争を勝ち抜くための制度整備を同時に進めることも重

要である。そのため、新たに、世界の研究大学と競争する特定研究大学（仮

称）制度を創設し、日本の将来を担う優秀な人材を育成する卓越大学院、

卓越研究員制度を創設する。 

 

 

２．大学の機能強化 

 

○国立大学が多様な役割を果たしていることを踏まえつつ、平成28年度から

の第３期中期目標期間においては、地域活性化・特定分野重点支援拠点

（大学）、特定分野重点支援拠点（大学）、世界最高水準の教育研究重点

支援拠点（大学）といった類型を踏まえた新たな枠組みを設けた上で、予
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算措置や評価をそれぞれの固有の機能や役割を最大化する観点からきめ細

かく行い、大学としての機能強化を図る。 

 

○このため、各国立大学は、第３期中期目標期間中において、重点的に取り組

むためのいずれかの類型を選択する。 

 

○各大学は、自ら選択した類型ごとに、機能強化のための取組に応じて、重点

支援を受ける。地域活性化・特定分野重点支援拠点型の類型については、改

革の取組を行う大学に対して、より安定的な取組を推進できるよう支援す

る。特定分野重点支援拠点型の類型については、特定分野に重点を置いた研

究力強化や人材育成のための優れた取組を行う大学を支援する。世界最高

水準の教育研究重点支援拠点型の類型については、グローバル・スタンダー

ドの下、世界水準の研究力強化や人材育成のための優れた取組を行う大学

を支援する。 

 

○重点的な支援は、各大学の取組の状況や実績の評価の結果を運営費交付金

の配分にも反映させる形で行う。その際、評価指標の設定を含めた評価の在

り方（後述）等により、各類型で競争が促進されるようにする。 

 

 

３．特定研究大学（仮称） 

 

○世界水準の教育研究機能を有する国立大学などで一定の条件を満たしてい

るものを特定研究大学（仮称）とし、特例措置を講じて支援する制度を創設

する。特定研究大学制度を「今後 10年間でグローバルランキングトップ 100

に 10校以上入る」とのＫＰＩを達成する上での１つのツールとし、世界の

研究大学を意識した経営等を行うことを促進する。 

 

○特定研究大学になることは中期目標期間の期中でも可能とする。 

 

○特定研究大学の条件として、学内ガバナンス、教育研究、学内評価のグロー

バル度等を勘案する（※）。例えば、 

－学内ガバナンスに関して、学長選考会議や経営協議会等への海外トップ研

究大学経営陣（経験者を含む）等の参画の有無など。 

－教育研究に関して、外国人教員や外国人留学生が一定割合（数）以上、英

語による学位コースの割合など。 

－学内評価に関して、グローバル評価(海外の研究大学等の関係者の参画に

よる厳格な評価)の実施など。 
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（※）なお、上記の事項は、必要に応じて、特定研究大学以外の世界最高水準の教育研究

を目指す大学についても、積極的な対応が求められるものである。 

 

○厳しい条件とする一方で、教育研究の自由度の拡大（大学院と学部の定員見

直しなど、組織編成の設置手続きの弾力化、授業料設定の自由度の拡大（授

業料減免を含む）等）、財務基盤の強化（余裕金運用対象範囲拡大、優秀な

内外の学生確保のための支援（奨学金、ＲＡ経費等）等）などについて、競

争的資金改革の動向をも踏まえて、インセンティブを付与し、大学自らが競

争力強化の取組を行うことを支援する。 

 

○加えて、グローバルに競争する世界水準の研究大学として格段の競争的環

境が求められることから、競争的資金や寄付金を含め財源の多元化を図り

運営費交付金への依存度を下げるなど財政構造の変革を図る。 

 

○また、特定研究大学は、卓越大学院を有し、卓越研究員（いずれも後述）の

制度を積極的に活用することが想定される。 

 

 

４．客観的な評価指標の設定 

 

○評価指標は、大学の目標と、その目標実現のための具体的な取組との関係が

明確になるように設定されるものとする。 

 

○評価指標の考え方は以下のとおりとするが、詳細の評価項目は引き続き検

討を行う。その際、中長期の経済成長を実現する上で鍵となる大学の知・

イノベーション創出機能、人材育成機能が的確に評価できる指標も検討す

る。 

－全国立大学共通の指標 

－地域活性化に係る指標 

－特定分野の教育研究に係る指標 

－世界水準の教育研究に係る指標 

－その他大学独自に設ける指標  など 

 
※全国立大学共通の指標の例 

  ＩＲの活用状況、科研費等の競争的資金の獲得状況など 

※地域活性化に係る指標の例 

  地域ニーズに応じた人材育成や地域連携の状況など 

※特定分野の教育研究に係る指標 

  特定の分野の人材育成や研究の状況など 
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※世界水準の教育研究に係る指標 

  論文数、論文被引用数などの研究の状況や、留学生、外国人教員など、グローバル

化の状況など 

 

○各大学の目標・評価指標の設定は、経営協議会等が実質的に関与しつつ、

学長のリーダーシップの下で行われるものとする。目標・評価指標の設定

の妥当性（目標達成の難易度、具体的な取組）については、事前又は事後

に検証する。  

 

 

５．評価の在り方 

 

○３つの類型ごとに評価を行うことができるような体制とすること等を検討

する。 

 

○共通的な要素、３つの類型に応じた要素、大学自ら設定する要素に関し

て、予め評価の構成点を明らかにする等、評価手法の透明性を図る。その

際、教育研究組織や分野を考慮し、メリハリのある評価が可能となる仕組

みとする。なお、評価の公平性が担保されるような仕組みも検討する。 

 

○特定研究大学の評価に当たっては、評価のメンバーの中に、海外トップレベル

の研究大学の関係者、あるいは、大学間の国際比較の分野での専門家、世界

的に定評のある研究開発機関の関係者等を入れることを検討する。地域活性化

や特定分野重点支援拠点については、評価のメンバーに産業界、自治体関係

者を含むこと等を検討する。 

 

○欧州大学協会（EUA）では、歴史のある評価システムを構築しており、大学

長経験者がチームとなって評価対象大学へ派遣され、フォローアップも含

めたピアレビューやアドバイスを実施しており、そのような手法の活用も

検討する。 

 

○評価は、大学ごとの強みや特色、課題などを明らかにし、３つの類型ごとに

大学間の取組内容、状況の比較が可能となるよう、例えば、KPIの活用や他

大学とのベンチマークなどを通じてきめ細かく行う。評価結果については、

大学の魅力を「見える化」する観点から、評価指標を含め情報公開を徹底す

る。 
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６．評価結果の資源配分への反映 

 

○運営費交付金の各大学への配分について、取組状況、実績の評価と連動させ

る。その際、現在の大学改革促進係数を見直した新たな係数により捻出した

財源を重点配分枠として、各大学の改革の取組状況等の評価に基づいて、以

下の区分ごとに各大学に配分する。 

（１）各大学の機能強化の方向性を踏まえた改革の取組状況に基づく配分

（毎年度（又は一部複数年））   

（２）大学のビジョンによる取組状況の評価に基づく配分（中期目標期間（６ 

年）の評価及び中間評価（２～３年）） 

 

○重点配分枠については、その一定割合を学長の裁量による資源再配分の経

費として配分することを検討し、学内資源再配分における学長のリーダー

シップ強化を促進する。 

 

○第３期中期目標期間を通じての各大学の改革の取組への配分及びその影響

を受ける総額を、運営費交付金の３～４割とする。  

 

 

７．競争的資金等との一体的改革 

 

○運営費交付金の配分の抜本的見直しについては、大学間の競争を活性化さ

せ、各大学の強み・特色を踏まえた組織再編成や資源配分の最適化を図る改

革を促すことを目的とするものである。運営費交付金１兆２千億のうち１

兆円が人件費に充当されている現状で組織再編・資源配分の最適化は学長

のリーダーシップを発揮する学長経費捻出等の上でも不可欠であるが、そ

れと同時に、優れた研究者の支援の強化と優れた教育研究拠点の持続的な

形成を促進することも今般の大学改革のもう一つの目的である。特に後者

の観点に力点を置き、運営費交付金の改革と併せて、競争的資金等の外部資

金の改革を一体的に進める。 

 

○競争的資金等の改革については、優れた研究者の支援を強化する観点から、

例えば、直接経費の使途として、米国同様に基盤的経費からの給与支給を一

定期間（例えば９か月）に限定しつつ、厳格なエフォート管理を前提に、資

金を獲得した研究者の人件費を一部支出することを認めることや、優れた

研究成果を導出できる拠点の形成の観点から、例えば、間接経費の改善・充

実（例えば、30％ルールの競争的資金以外の外部資金への拡大等）（※）、格

段の競争的環境における特定研究大学等の大学・研究機関の機能強化とガ

バナンスの確立など、研究成果最大化に資する間接経費の在り方の見直し
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等（マネジメントや研究力強化の観点からこれまで必ずしも十分な対応が

できていない事項として、若手研究者や支援人材の確保、若手研究者のスタ

ートアップ経費、留学生や外国人研究者の日常的なサポート、予算で実施し

た研究活動の継続支援などの支援策の充実を含む）について検討する。 

 
 （※）現在、競争的資金ではない外部資金においては間接経費が措置されていないが、

当該資金により大学等が研究を行う際には、その施設設備や研究者など、大学等の研

究インフラを活用していることから、外部資金のうち一部を大学が研究インフラを維

持・向上するための間接経費として競争的資金でない外部資金にも措置していくこと

を検討する必要がある。 

 

○また、関係府省の競争的資金等全体についても、基礎から応用・実用段階に

至るまでシームレスに研究が可能となるよう、例えば、異なる制度間の連続

的な採択（研究期間の最終年度前年度に、次の段階の研究を対象とした異な

る制度への申請を可能とする）、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を

はじめとした各機関が有するデータベースの充実・拡充等について検討す

る。 

 

○なお、競争的資金等の改革を進める上で、競争的資金等を活用した研究開発

が知・イノベーションの創出の観点からどのような成果を生み出している

のかについて評価・検証が行われることも重要である。 

 

 

８．卓越大学院 

 

○グローバル競争に勝ち抜くため、世界水準の大学院学位プログラムと教育

研究環境を整備することを目的として、卓越大学院の形成を促進する。卓越

大学院は、複数の大学の連携、研究開発機関や企業等との連携・協力を促進

することも視野に入れ、他大学、大学共同利用機関、研究開発法人、企業等

の優れた研究者や学生が交流・結集する「人材交流・共同研究のハブ」の形

成を目指す。 

 

○卓越大学院の形成は国立大学法人に限定しない。特出した分野を有する大

学であれば国立、公立、私立を問わず申請が可能とする。また、各大学が強

みを有する分野において形成するほか、ＩＣＴベースの文理融合分野等の

これまでの日本に存在しない分野においても形成する。分野の選定に当た

っては、日本が世界で勝たなければならない分野での形成を積極的に進め

る観点をも踏まえ、産業界の意見も聴く仕組みとすることを検討する。 

 

6 
 



○申請の要件としては、研究分野で一定の水準を満たしているほか（例えば、

論文被引用数、外部資金獲得率等）、国内外に開かれた魅力ある教職員体制

となっていること（例えば、教員の国際公募・年俸制への取組、企業や研究

機関等とのクロスアポイントメントの取組、テニュアポストに占める若手

教員率、ＵＲＡの配置状況等）などを課すことを検討する。採択された大学

院に対しては、世界水準の教職員の配置、国内外の優秀な学生の受入れ環境

（給付型支援等）など、魅力的な教育研究環境の整備が進むよう、所要の支

援や評価の在り方についても検討する。 

 

○他大学、大学共同利用機関、研究開発法人、企業等の研究者や学生が交流・

結集して行う共同研究を円滑に推進する観点から、知財の取扱いに関する

ルールの整備についても検討を行う。なお、その前提として、イノベーショ

ン創出を促進する観点から、大学の機能をも踏まえた知財管理の在り方を

整理し、知財戦略を策定・強化していくことも必要である。 

 

 

９．卓越研究員 

 

○任期なしのテニュアポストの在籍者の年齢が高まる一方で、若手研究者が

40 歳代半ばまで、短期の任期付ポストに滞留しがちであることから、優秀

な学生が不安定な研究職を目指さなくなっていることは、将来の日本の知・

イノベーション創出力を考える上で大きな問題である。このような状況を

改善し、研究職を若手にとって魅力あるキャリアパスにするため、卓越研究

員制度を新たに創設する。 

 

○ 卓越研究員制度は、各研究機関に対して年俸制パーマネント職の導入を促

すとともに、国全体での研究員の選定も視野に、長期雇用を保証する研究

員を一定規模で確保するものである。例えば、通算 10年など比較的長期間

の任期付きの身分とし、大学や研究機関の人事制度改革と連動させ、無期

雇用化をはかる。既存の人件費財源を最大限活用する（例えば、国立大学

法人で定年退職する大学教授が運営してきた研究室の助教ポスト等を活用

するとともに、競争的資金等の改革による直接経費等の使途の柔軟化や間

接経費等の活用により、自立して研究室を主宰できるポジションにふさわ

しい給与を支給する魅力的なポストとする。研究機関や企業等とのクロス

アポイントメントや混合給与も積極的に活用する。）。また、国による研

究費等の支援も検討する。 

 

○ その際、大学改革プランの中で、各大学は、卓越研究員の任期終了後のテ

ニュア化、上乗せ給与、研究資源配分の優遇などの条件を提示し、各大学
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が卓越研究員を競争して引き合うような制度とする。卓越大学院、特定研

究大学をはじめ地域活性化の支援拠点等を目指す大学等の准教授ポスト、

教授ポストに自らの意思で応募して就けることができるようにする。なお、

卓越研究員が研究機関や企業等の職に就く事も可能とする。 

 

○卓越研究員の雇用が特定の大学に偏ることのないように制度設計上の工夫

を図る。 

 

○卓越研究員には若手ポスドクを研究支援者としてつけること等により、大

学の中では教授と対等な立場を付与するほか、独立した研究環境を保証し、

自らの意志で自由に移動できるようにする。競争的資金等への応募も独立

して行うことができるほか、大学の教授等とチームで研究を行うこともも

ちろん排除されないようにする。 

 

 

１０．大学共同利用機関や附置研究所等の研究拠点 

 

○大学共同利用機関や附置研究所は学術研究ネットワークの要としての機能

を有するが、大学改革における機能強化の方向性を踏まえ、第３期中期目標

期間に向けて、例えば、大学の枠を超えた共同利用・共同研究の推進拠点、

国際的な頭脳循環ハブとしての拠点などそれぞれの機関の意義やミッショ

ンの再定義を行う体制を構築し、我が国の大学全体の機能強化を図る研究

拠点としての機能強化を図る。 

 

○また、大学共同利用機関や附置研究所の機能強化と併せ、研究開発法人を含

めた産学官連携のネットワークの強化を進める。 
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